
 【FAQ】被扶養再確認業務

№ 分類 問合せ内容 回答・対応

1 目的 なぜ被扶養者資格の再確認作業を行うの

ですか？

協会けんぽでは、保険料負担抑制のため、高齢者医療制度における拠出金および保険給付の適正化を目的に、健康保険法施行規則

50条に基づき、健康保険の被扶養者となっている方が現在もその状況にあるかを確認させていただくため、毎年度被扶養者資格の

再確認を実施しています。

2 目的 解除となる被扶養者の届出をせず、被扶

養者のままにしておくとどうなるのです

か？

高齢者の医療費は、税金、本人負担によるほか、協会けんぽを含む各医療保険者制度からの拠出金等（加入者のみなさまが納めら

れた保険料によるものです）により賄われています。

被扶養者の方が就職等されたにもかかわらず、被扶養者（異動）届を提出されていないと、その被扶養者の方の分についても協会

けんぽの拠出金等の額に反映され、協会けんぽが負担する拠出金等の額が過大に算出されることがあるため、みなさまの保険料負

担も増えることがあります。

3 目的 再確認を行った場合の効果額はどれくら

いですか？

令和２年度の実施効果は、被扶養者から解除された方は全国で約6.8万人（令和3年3月末日現在）となり、高齢者医療制度への負

担軽減額は約1億円（推定）となりました。

4 目的 マイナンバーによる情報連携は、どのよ

うな根拠で実施しているのですか。

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）」に基づき実施しています。

協会けんぽは、同法別表第一に掲げる事務の処理に関して個人番号を利用することができるとされており、市町村長や保険者等の

個人番号利用事務実務者は当該事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供できることとされています。

5 実施方法 被扶養者状況リスト等の発送時期や提出

期限はいつですか？

令和3年10月19日から令和3年11月19日までの間、7回に分けての発送となります。

被扶養者状況リストの提出期限については、発送日に関わらず、すべて令和3年12月20日（月）となっています。（返信用封筒

（料金受取人払い）の有効期限は令和4年12月31日です。）

6 実施方法 提出期限後に提出しても問題ないです

か？

また、提出しなかった場合に問題はあり

ますか？

ご提出は提出期限（令和3年12月20日）までにお願いいたします。

なお、提出期限までに提出がない場合は、後日、勧奨を行う場合があります。

被扶養者資格再確認業務の主旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。

7 実施方法 提出期限までに一部の扶養家族について

確認ができません。確認ができた分だけ

を先に提出をしてもよいですか？

被扶養者状況リストはまとめてご提出をお願い致します。提出期限（令和3年12月20日）までに提出がない場合は、後日、勧奨を

行う場合があります。

8 実施方法 被扶養者再確認は全員の被扶養者が対象

ですか？

今回の資格再確認は、令和3年9月18日現在、協会けんぽの被扶養者が対象です。

ただし、次の条件に該当する方を除きます。

〇令和3年4月1日時点において18歳未満の方

○令和3年4月1日以降に被扶養者の認定を受けた被扶養者

○任意継続被保険者の被扶養者

※対象外の方についてもリストに記載されていますが、その場合はリストの備考欄に「確認不要」と記載されています。

9 実施方法 「被扶養者状況リスト」の備考欄に「確

認不要」と記載されている者がいます。

現在被扶養者として認定されていますが、（令和3年4月1日時点において18歳未満の方または令和3年4月1日以降に扶養認定され

た方で）今回資格の再確認を行う必要のない方です。ただし、扶養解除となる方がいる場合は、事務センター（年金事務所）で該

当被扶養者の解除手続きを行ってください。



10 実施方法 「被扶養者状況リスト」をリストではな

く、被保険者毎で送付してほしい。

「被扶養者状況リスト」に関しましては、郵送費・印刷費にかかる費用の削減や事業所によっては、リスト方式による事務負担減

の意見もあり、リスト方式で実施することとしております。ご理解をお願いいたします。

11 実施方法 被扶養者状況リストを別の住所宛てに送

付していただけますか？

一括による発送を手配しておりますので、別送はいたしかねます。事業所所在地を変更された場合は、速やかに年金事務所へ事業

所の住所変更届をご提出ください。

12 実施方法 営業所が離れているため、別々に送付し

てほしい。

申し訳ございませんが、適用事業所単位での送付となります。

13 実施方法 次回の被扶養者資格の再確認をいつ行う

のですか？

毎年実施する予定ですが、来年度の実施スケジュールはまだ決まっていません。実施スケジュール等が決まりましたら、ホーム

ページ等でご案内いたします。

14 実施方法 被扶養者異動届の提出先が今後変わるの

ですか？

通常の被扶養者異動届（新規の加入など）は、今までどおり事務センター（年金事務所）となります。

なお、協会けんぽで実施している「被扶養者資格の再確認」に関する被扶養者状況リスト及びそれに伴う被扶養者調書兼異動届に

関しては当協会へのご提出となります。

被扶養者調書兼異動届は、当協会で受付後、事務センター（年金事務所）にて審査・入力処理後、「決定通知書」を事業主様へ送

付します。

15 実施方法 被扶養者の要件について、昨年の再確認

業務からの変更点はありますか？

昨年度からの変更は特にございませんが、令和2年4月より、海外在住者は海外特例要件に該当する場合を除き、被扶養者と認めら

れません。

海外特例要件に該当しない場合は、扶養解除のお手続きを行ってください（令和2年4月1日時点で海外特例に該当していない場合

は、令和2年4月1日を扶養解除日としてください）。なお、被扶養者調書兼異動届で、扶養解除となる配偶者（第３号被保険者）

の方は、この届書とは別に、事業所管轄の事務センター（年金事務所）へ国民年金第３号被保険者関係届の資格喪失のお手続きが

必要です。

16 実施方法 どのように再確認業務を行うのですか？ 事業主より被保険者の方に対して、文書または口頭により、健康保険の被扶養者としての要件を満たしているかをご確認いただき、被扶養者状況リ

ストに確認結果をご記入ください。

なお、被保険者と別居している方および海外に在住している方については、被扶養者の要件を満たしていることを確認できる書類の提出が必要とな

ります。

《確認事項》

①同居・別居状況を確認してください。続柄によっては、被保険者と同居していることが被扶養者の要件となる場合があります。（リーフレット4

ページ参照）

②収入要件を満たしていることを確認してください。

・（同居の場合）被扶養者の方の年収が130万円未満※1で、かつ被保険者の年収の半分未満

・（別居の場合）被扶養者の方の年収が130万円未満※1で、かつ被保険者の仕送り額より少ない

※1被扶養者の方が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合、「130万未満」が「180万未満」となります。

③国内に住民票があることを確認してください。

令和2年4月より、被扶養者の要件に「原則、国内に住民票があること」が加わりました。ただし、海外に在住している（国内に住民票がない）場合

でも、海外特例要件に該当する場合は、特例的に被扶養者となることができます。

④就職や後期高齢者医療該当により、ご自身で健康保険に加入していないことを確認してください。確認の結果を被扶養者状況リストへ☑（チェッ

ク）し、扶養解除となる被扶養者がいる場合は、被扶養者調書兼異動届を提出してください。

17 実施方法 所得税法上の扶養親族とはどのような方

ですか？

所得税法上の被扶養者とは「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」に記載している方のことです。詳しくは最寄りの税務署に

ご確認するか、または、国税庁のホームページをご覧ください。

国税庁HP参照

<https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm>

18 実施方法 所得税法上の扶養となっている者につい

ても確認が必要ですか？

所得税法上の改正により、控除対象配偶者の年収上限が103万円から150万円に引き上げられており、所得税法上の扶養となって

いる場合でも、健康保険の被扶養者とならないケースもあります。また、健康保険上の扶養と所得税法上の扶養は基準や考え方が

異なりますので、所得税法上の扶養となっている方についても、健康保険の扶養認定基準を満たしているか確認をお願いします。



19 実施方法 自営業の場合、どのように確認を行えば

いいですか？

自営業の方の年収は、年間総収入から直接的経費※を差し引いた額となります。

※直接的経費とは、その経費がなければ事業が成り立たない経費（例：製造業における原材料費、小売業における仕入れ費、農業

における種稲費、肥料費）であり、それ以外の費用（例：公租公課、宣伝費）は差し引くことはできません。

20 実施方法 収入証明などが不要であれば確認になら

ないのではないか？

扶養再確認業務は、二重加入（就職などにより勤務先で健康保険にご自身で加入した方の被扶養者解除の届出が未提出）になって

いないかの確認も兼ねています。

所得税の控除についての処理は行われていたものの、被扶養者解除の手続きが漏れている方の件数が少なからずあるため、有効で

あると考えています。

21 実施方法 どのような場合に、添付書類が必要にな

りますか？

次の場合、添付書類の提出が必要です。

①被保険者と別居している場合…仕送りと事実の仕送り額の確認ができる書類

②海外に在住している場合…海外特例要件に該当していることが確認できる書類

③確認区分「要同居」であるが再確認時点で同居している場合…被保険者と被扶養者の住民票

（①～③すべての場合で、上記に加えて被扶養者現況申立書の提出が必要です。）

22 実施方法 別居している被扶養者がいますが、なぜ

仕送りを行っていることの確認が必要な

のですか？

被扶養者と認められるには、主として被保険者の収入によって生活が成り立っていることが必要です。同居の場合と異なり、別居

の場合は被保険者と被扶養者の生計が同一ではないため、被扶養者の生活が主に被保険者の収入（仕送り）によって成り立ってい

ることを確認する必要があります。

仕送りをしていない、被扶養者本人の収入よりも仕送額が少ないなどの場合、主として被保険者の収入によって被扶養者の生活が

成り立っているとは言えないため、被扶養者としてみとめられないことになります。

23 実施方法 仕送りの事実と仕送り額の確認できる書

類とは具体的にどのようなものですか？

直近の仕送りを行った際の預貯金通帳や現金書留控えの写し（仕送元、仕送先、仕送額が確認できるもの）等、仕送の事実を客観

的に確認できる書類です。

なお、確認書類の提出をせずに、仕送りの事実や状況を記載した申立書（上申書や理由書等）を提出することはできません。確認

書類がない場合、仕送りの事実を客観的に確認できないため、被扶養者として認められません。

24 実施方法 別居している学生の被扶養者がいます

が、仕送り関係の書類の提出は必要です

か？

学生の場合、仕送りの事実と仕送り額の確認できる書類の提出は省略できます。ただし、被扶養者現況申立書については、収入や

仕送り額等の必要事項を記載のうえ、提出が必要です。その際、被扶養者現況申立書の職業欄に学生である旨（例：大学●年生、

専門学校●年生）を記載してください。

25 実施方法 預貯金通帳の写しを提出しますが、仕送

りと関係のない箇所は見られたくありま

せん。

仕送りの確認書類として預貯金通帳の写し等を提出する場合、仕送りと関係のない箇所についてはマスキング（黒く塗りつぶす

等）していただいて構いません。

26 実施方法 海外在住者は被扶養者になることはでき

ないのですか？

令和2年4月より、海外在住者は海外特例要件に該当する場合はを除き、被扶養者と認められません。海外特例要件に該当しない場

合は、扶養解除のお手続きを行ってください。

（令和2年4月1日時点で海外特例に該当していない場合は、令和2年4月1日を扶養解除日としてください。）

27 実施方法 海外在住者について、既に確認書類を添

付のうえ届出を行い、海外特例該当者と

して認定されていますが、再度確認書類

の提出は必要ですか？

被扶養者の資格確認は毎年度行うこととしているため、既に海外特例該当者と認定されている場合であっても、改めて確認書類の

提出をお願いいたします。なお、現在、海外特例該当者に認定されていない場合は、今回の確認とは別に事務センター（日本年金

機構）へ届出を行い、海外特例の認定を受けてください。

28 実施方法 別居や海外在住の場合に提出する確認書

類の代わりに、扶養事実を記載した申立

書を提出してもよいですか？

申立書は確認書類として認められません。恐れ入りますが、事実を確認できる書類をご提出ください。なお、確認書類を提出でき

ない場合は、事実関係を確認できないため、扶養解除のお手続きが必要となります。



29 実施方法 被扶養者状況リスト等を提出した場合、

後日、結果通知は送られてくるのです

か？

被扶養者状況リストを提出いただくことによる結果通知はいたしませんが、被扶養者調書兼異動届を提出した場合（扶養解除とな

る場合）は、後日、異動届の「決定通知」が事務センター（年金事務所）より送付されます。なお、被扶養者状況リストの2枚目

は事業主様の控えとなりますので、提出せずに保管をお願いします。

30 実施方法 新型コロナウイルスの影響により、一時

的に収入が増加し、年収が130万円を超

えてしまいそうです。この場合、扶養解

除となりますか？

収入については、被扶養者の過去の収入、現在の収入、将来の収入見込みなどから、今後1年間の収入を見込んで算出することに

なっています。このため、一時的な事情により収入が増加した場合でも、今後1年間の収入が130万円未満（60歳以上または障害

者の場合は180万円未満）になると見込まれる場合は、引き続き被扶養者として認定されます。

31 実施方法 関係会社が数社ありますが、被扶養者状

況リスト等が届いている事業所と届いて

いない事業所がありますが、どうしてで

すか？

誠に申し訳ございません。令和3年10月19日から令和3年11月19日にかけて7回に分けて順次発送をしていますので、いましばらく

お待ちください。

なお、事業所に確認対象者が1名もいない場合は送付されません。

32 実施方法 提出書類（被扶養者状況リスト・被扶養

者調書兼異動届等）の訂正方法を教えて

ください。

訂正箇所を二重線で抹消し、正しい内容をご記入ください。

33 実施方法 本人への確認はどのように行えばよいで

すか。

事業主様から被保険者の方に対して、文書または口頭によりご確認をお願いします。

文書により確認する場合の文書例を協会けんぽホームページに掲載していますので、

是非ご活用ください。

34 実施方法 被扶養者が新型コロナウイルスワクチン

接種業務に従事したために一時的に収入

が増加しています。年収が130万円を超

えてしまいそうですが、この場合、扶養

解除となりますか。

医療職が令和３年４月から令和４年２月末の間に新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事することにより得た収入は、特例に

より扶養認定時の収入には算入しないこととされています。そのため、当該接種業務以外の今後１年間の収入が130万円未満（60

歳以上または障害年金が受けられる程度の障害者の場合は180万円未満）になると見込まれる場合は、引き続き被扶養者として認

定されます。

35 実施方法 すでに9月の個人番号収集業務で該当者

となっており、マイナンバーの提供をさ

れていたとしても、今回はすべての被扶

養者認定要件の確認が必要でしょうか。

お手数ですが、扶養状況リストの確認対象となっている方が、既にマイナンバーをご提出いただいた方であっても、被扶養者認定

要件の確認をお願いいたします。

36 実施方法 レターパックなどの到着確認が必要な郵

便物で送付する場合の宛先、連絡先電話

番号はどのようになりますか。

宛先・電話番号は、次のとおりです。

宛先：100-8782　日本郵便株式会社　銀座郵便局郵便私書箱155号

　　　全国健康保険協会　令和３年度被扶養者資格再確認事務局

電話番号：0570-039-313

37 実施方法 海外特例要件の証明書類の翻訳は該当者

（被扶養確認該当被保険者）が行っても

よいのでしょうか、それとも翻訳有資格

者のものでなければならないのでしょう

か。

該当者（被扶養確認該当被保険者）が翻訳したもので、ご提出いただけます。有資格者の翻訳は必要ありません。なお、証明書類

には翻訳者の氏名、住所を記入してください。

38 実施方法 記載した被扶養者状況リストは2枚複写

となっていますが、誤って控えを提出し

てしまいました。そのままでも問題ない

ですか。

お手数ですが、お手元の原本を複写の上、原本を協会けんぽへ再提出してください。

また、原本の複写はお控えとして保管してください。



39 実施方法 2022年度以降も医療職で「コロナワク

チン接種で収入が増えた場合」、扶養認

定時の収入の加算に含まれるのでしょう

か。

令和3年4月から令和4年2月末までの期間において、新型コロナウイルスワクチン接種業務により得た収入は、被扶養者認定時の収

入には加算しません。

なお、コロナ関連での給付、残業増加、その他の理由により一時的に収入が増加したとしても過去の収入、給与明細書、雇用契約

書と照らして総合的に判断した結果、年間収入の見込みが130万円未満であれば、引き続き被扶養者として申請していただきま

す。

協会けんぽ：ワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid19/

40 実施方法 記載した被扶養者状況リストを控えと原

本の両方を提出してしまいましたが、ど

うすればよいですか。

ご提出いただいた「控え」を支部から返却いたしますが、おおむね１～２か月要しますのでご了承くださいませ。

41 実施方法 被扶養者状況リストに記載されている確

認区分とは何ですか。

確認区分は、対象者ごとに確認が必要な要件を区別したものです。（リーフレット２ページ参照）

（例）確認区分「同居」の方→収入要件のみ確認　確認区分「別居」の方→収入要件と仕送りの確認　等

※確認対象の被保険者及び被扶養者について、事前にマイナンバーによる情報連携を行い、住民票情報や健康保険の加入情報を取

得することにより確認区分を表記しています。なお、今年度は収入情報については取得を行っておりません。

42 状況リスト 被扶養者状況リストにはどのように記入

したら良いですか？

① 確認の結果、被扶養者から解除される場合

　→「□被扶養者調書兼異動届を添付」欄に☑（チェック）してください。

併せて、解除される被扶養者の「被扶養者調書兼異動届」（同封）を記入し、該当被扶養者の被保険者証・高齢受給者証・限度額

適用認定証・特定疾病療養受療証等も併せてを添付してください。

② 「被保険者資格喪失届」、「被扶養者（異動）届」を事務センター（年金事務所）へ提出済みの場合

　→「□日本年金機構へ届出済」欄に☑（チェック）してください。

③ 上記①、②のいずれにも該当しない場合

　→「□変更なし」欄に☑（チェック）してください。

　→確認区分が判定不可の方で、被保険者と別居の場合「□被保険者と別居している」にも☑（チェック）してください。

　→確認区分が判定不可の方で、海外在住の場合「□海外に在住している」にも☑（チェック）してください。

43 状況リスト 事業所が閉鎖・倒産している場合の記入

と提出方法はどのようにするのか。

お手数をおかけしますが、リストの提出をお願いいたします。

その際、リストには「日本年金機構へ届出済」に☑をしてください。

なお、日本年金機構への届出がお済でない場合は、資格喪失届と全喪届を事務センター（年金事務所）へご提出ください。

日本年金機構HP：年金事務所等の検索

https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

44 状況リスト 事業所が閉鎖・倒産している場合の「事

業主欄」の記入方法はどのようにするの

ですか

事業主欄には、閉鎖・倒産した事業所情報を記入してください。

また、該当事業所が閉鎖・倒産した旨のメモの添付をお願い致します。

45 状況リスト 事業所の代表者が変更になっている場合

の記入方法は？

新しい代表者名で記入して提出してください。

46 状況リスト 家族が海外に留学しています。

「海外に在住している」に☑（チェッ

ク）は必要ですか？

（確認区分「判定不可」の方の場合）

住民票が日本国内にない場合には☑（チェック）してください。

※被扶養者が一定期間を海外で生活していても、日本に住民票がある場合は、国内居住として扱います。

47 状況リスト 被扶養者状況リストに名前がない従業員

がいるのはなぜですか？

被扶養者がいない被保険者の方は記載しておりません。



48 状況リスト 既に退職や扶養解除のため、年金事務所

へ届出済みですが、被扶養者状況リスト

に記載されているのはなぜですか？

令和3年9月18日現在のデータにて印刷しております。その直前に事務センター（年金事務所）へ「被保険者資格喪失届」や「被扶

養者異動届」を提出していただいた場合で、9月18日時点で年金事務所で処理がされていない方については印刷がされています。

その際はリストの「日本年金機構へ届出済」欄に☑（チェック）をお願いします。

※届出を提出して数カ月経過しているにもかかわらず、リストに記載されている場合には、恐れ入りますが年金事務所へご確認を

お願いします。

49 状況リスト 既に退職していますが、事務センター

（年金事務所）への届出がもれていまし

た。

「被保険者資格喪失届」の届出がお済みで無い場合は、事務センター（年金事務所）に届出をお願いいたします。なお、被扶養者

状況リストには「□日本年金機構へ届出」欄に☑（チェック）をお願いいたします。

※記入時点・提出時点でも退職していないが退職予定⇒「変更なし」欄に☑（チェック）

※記入時点では在職しているが、提出時点では退職⇒「届出済み」欄に☑（チェック）

50 状況リスト 現在、被扶養者に認定されているが、送

付されてきた「被扶養者状況リスト」に

記載されていない者がいます。追記しな

ければなりませんか？

追記の必要はありません。

なお、今回送付した「被扶養者状況リスト」は令和3年9月18日現在の被扶養者として認定されている方を記載しております。

51 状況リスト 記載した被扶養者状況リストは2枚複写

となっていますが、両方とも提出するの

ですか？

1枚目のみ協会けんぽにご提出していただき、2枚目は事業主様控として保管をお願いします。

52 状況リスト 従業員が多く、被扶養者状況リストが複

数枚になるが、リスト全てに事業主欄の

記入が必要ですか？

被扶養者状況リストが複数枚となる場合には、事業所名称等の記入は1枚目のみで差し支えありません。

また、「被扶養者状況リスト」は複写式となっていますが、2枚目（控）は事業主控えとなりますので、事業主において保管をお

願いします。

なお、被扶養者調書兼異動届を提出する場合は、後日、「決定通知」が事務センター（年金事務所）より送付されます。

53 状況リスト 被扶養者状況リストの事業主控に協会け

んぽで受付した受領印を押して返却して

ほしい。

被扶養者状況リストは、協会事務局にて一括して回収・仕分けをする方法としており、個別に受領印を押してお返しすることは困

難となります。

なお、返却用として被扶養者状況リストのコピーなどの同封もお断りさせていただいております。円滑な事業実施にご協力をお願

いいたします。

54 状況リスト 被扶養者状況リストを開封時、破損（切

れてしまった・破れてしまった）した場

合、再送ではなくテープ補修にて提出可

能か。

テープ等で補修していただき、ご提出いただくことは問題ありませんが、ご希望があれば、再度作成しお送りすることも可能で

す。

なお、再作成した被扶養者状況リストは複写様式ではありません。

55 状況リスト 被扶養者状況リストの続柄欄に「その

他」と記載されているのですが、具体的

にどのような続柄なのですか。

「被保険者の配偶者、子、孫、（義）父、（義）母、祖父、 祖母、曾祖父、曾祖母、兄弟姉妹」以外の続柄を「その他」と記載し

ています。

56 状況リスト 確認区分が「判定不可」だったのですが

なぜですか。

確認対象者のマイナンバーを協会が保有していない、協会が保有している被保険者の住所と現住所が相違している等が考えられま

す。

57 状況リスト 確認区分の同居や別居の情報はいつ時点

の情報ですか。

マイナンバーによる情報連携は、令和３年６月２８日～令和３年８月30日の間に順次実施しました。そのため、それ以後に転居等

をされた場合は、確認区分に反映されていません。



58 異動届 同封されている被扶養者調書兼異動届は

どのような時に使用するのですか？

被扶養者資格の再確認の結果、解除となる被扶養者がいる場合は、同封されている「被扶養者調書兼異動届」をご記入の上、該当

被扶養者の被保険者証（高齢受給者証・限度額適用認定証・特定疾病療養受療証等）を添付してください。

《提出にあたっての注意事項》

○異動届は被保険者単位となっていますので、解除となる被扶養者がいる被保険者の方が複数いる場合は、該当する枚数分の提出

が必要となります。

○当様式は協会けんぽ被扶養者資格再確認実施時（解除）専用となっていますので、被扶養者の方の追加や氏名変更等にはご使用

いただけません。追加や氏名変更の場合は、通常の被扶養者異動届にて事務センター（年金事務所へ）お手続きをお願いします。

59 異動届 事務センター（年金事務所）に直接「健

康保険被扶養者調書兼異動届（解除

用）」を提出しても問題ありませんか？

被扶養者状況リスト及び被扶養者調書兼異動届の提出先は協会けんぽになります。同封の返信用封筒でご提出をお願いします。

60 異動届 解除する者の被保険者証が見当たりませ

ん。どうしたら良いですか？

どうしても見当たらない場合は、「健康保険被保険者証回収不能届」を添付してください。

「健康保険被保険者証回収不能届」は、協会けんぽホームページよりダウンロードしていただくか、必要部数を送付させていただ

きますますので、コールセンターにお申し付けください。。

61 異動届 保険証が回収できていないため後日返却

でもよろしいですか？また後日返却する

場合はどうすればいいですか？

被扶養者調書兼異動届（解除用）に保険証が添付できない場合は、「健康保険被保険者証回収不能届」に理由を記入してくださ

い。

なお、被扶養者調書兼異動届（解除用）の提出後に回収された保険証については、その旨がわかるようにメモ等を添付したうえ

で、協会けんぽ支部へ返却をお願いいたします。

62 異動届 税法上の被扶養者等になってはいるが、

現在は健康保険の被扶養者としての要件

を満たしていない場合はどのようにすれ

ば良いですか？

被扶養者状況リストの「□被扶養者調書兼異動届を添付」欄に☑（チェック）してください。

併せて、解除となる被扶養者の「被扶養者調書兼異動届」を記入し、該当被扶養者の被保険者証等（70歳以上75歳未満の方は高齢

受給者証、交付を受けている場合は限度額適用認定証・特定疾病療養受療証）を添付してください。

63 異動届 収入超過で扶養から外し、国民健康保険

へ切り替えを行いますが、被扶養者調書

兼異動届を提出すれば資格喪失証明書

（扶養解除）を交付していただけます

か？

資格喪失証明書は協会けんぽでは発行できません（任意継続被保険者を除く）。資格喪失証明書は事業主または年金事務所長が発

行できるものとなっています。資格喪失証明書の発行をお急ぎの場合は、通常の異動届と資格喪失証明申請書を事務センター（年

金事務所）へ直接ご提出ください。なお、その場合は状況リストの「□年金機構へ届出済」に☑（チェック）してください。

64 異動届 返却された異動届の決定通知は国保加入

手続の際に資格喪失証明として使用でき

ますか？

使用が可能かどうかについては、加入先の市区町村が判断することになります。なお、異動届の決定通知は事業主が2年間保管す

るものとなっています。

65 異動届 扶養でなくなった日の基準を教えてくだ

さい。

扶養でなくなった日は事由により次のとおりとなります。

①　収入増加・・・事実発生年月日（例：時給が上がった日）※日付が不明な場合は、申出日を記入してください。

②　就 職・・・就職年月日

③　死 亡・・・死亡日の翌日

④　離 婚・・・離婚年月日

⑤　75歳到達・・・75歳の誕生日

⑥　海外特例要件非該当・・・事実発生年月日

　（ただし、令和2年4月1日時点で海外特例要件に該当していない場合は令和2年4月1日）

⑦その他扶養者要件を満たさない場合・・・事実発生年月日　※日付が不明な場合は、申出日を記入してください。

66 異動届 被扶養者状況リストに記載されている生

年月日・続柄等がまちがっていますが、

どうすればいいですか？

その方の手続きをされた時の被扶養者異動届の事業主様控「副」をご確認していただき、年金事務所に相談していただくことにな

ります。なお、このリストや同封の「健康保険被扶養者調書兼異動届（解除用）」では変更（訂正）できません。



67 異動届 被扶養者の氏名や続柄等、リストの記載

内容に誤りがあるので訂正して欲しいの

ですが。

協会けんぽで実施する被扶養者資格の再確認で対応できるのは、被扶養者資格の解除のみです。

お手数をおかけいたしますが、氏名等の訂正につきましては、事業所管轄の事務センター（年金事務所）へ届出をお願いいたしま

す。

68 異動届 同封されてきた「被扶養者調書兼異動

届」は今後の異動届として使用できます

か？

当様式は協会けんぽ被扶養者資格再確認実施時（解除）専用となります。

今回の再確認による解除以外での使用できません。

（通常の異動届は日本年金機構のホームページからダウンロード可能です。）

69 異動届 「被扶養者調書兼異動届」を協会あてに

提出して数日経過しましたが、「決定通

知」が送付されません。いつ頃届きます

か？

ご提出いただいた被扶養者調書兼異動届は、協会けんぽでの内容確認および事務センター（日本年金機構）での審査・入力処理が

ありますので、通知書の発送までに１ヶ月～２ヶ月程度お時間をいただくことになります。

お急ぎの場合は、通常の被扶養者異動届を事業所管轄の事務センターへ直接ご提出ください。なお、通常の被扶養者異動届を事務

センターへ提出される場合、リストについては「日本年金機構へ届出済」にしてください。

70 現況申立書 同封されている被扶養者現況申立書はど

のような時に使用するのですか？

被扶養者資格の再確認の結果、①被保険者と別居している場合、②海外に在住している場合、③確認区分が要同居であるが確認時

点で同居している場合は、同封されている「被扶養者現況申立書」をご記入ください。なお、被扶養者現況申立書は対象となる被

扶養者１名につき１枚の記入・提出が必要となります。また、①～③それぞれの場合において別途当該事実の確認できる書類の提

出が必要です。

71 国内居住要件 令和２年４月１日から新設された国内居

住要件について教えてください。

令和2年3月31日までは被扶養者の居住地の要件がないため、外国人労働者が海外に残した家族も一定の要件を満たせば被扶養者と

なることができましたが、被扶養者が現地で治療を受けた場合、自己負担分を除く医療費は協会けんぽが負担することになるた

め、財政面への影響が問題視されていました。

健康保険は、一定の要件を満たせば居住地や国籍にかかわらず適用されますが、今の制度のままでは、外国人の受け入れ拡大によ

り、母国に残した家族の医療費を日本の健康保険で賄うことになり、医療費の財政負担が増大するおそれがあると指摘されていた

ことから、令和2年4月1日より国内居住要件が新設されました。これにより、日本国内に住所を有しない（住民票が日本国内にな

い）方については、被扶養者から解除されることになりました。

72 国内居住要件 国内居住要件の対象となるのは、外国人

のみですか？

被扶養者の国内居住要件は日本人にも適用されます。

一時的に海外に移住するものの、再び日本国内で生活する場合などは、例外として引き続き扶養家族として認められる場合があり

ます。

73 国内居住要件 例外として引き続き被扶養者となれる人

とは、どのような人ですか？

また、例外として認められるには、どの

ような証明書類が必要となりますか。

国内に住民票がある方、または海外にお住まいで国内に住民票がない場合で海外特例要件に該当している方が被扶養者となりま

す。

例外として認められる場合の証明書類の詳細はリーフレットP4をご確認ください。

※国内に住民票があっても、日本国籍を有せず「特定活動（医療目的）」や「特定活動（長期観光）」で滞在する方は被扶養者と

なることはできません。

協会けんぽHP＞「国内居住要件（国内に住民票があること）」（または「海外特例要件」）の確認

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/250523/211008/bri-furetto.pdf

74 国内居住要件 留学の期間は問わないのですか？ 問いません。

75 国内居住要件 留学後、現地で就職する場合は、特例に

該当しますか？

国内居住要件の例外に該当するかどうかは渡航目的から判断することになり、「留学」という渡航目的の場合、留学中は国内居住

要件の例外となります。

また、、留学後、現地（海外）で就職する場合は、雇用関係が生じた時点から例外要件を満たさなくなったものとして取り扱いま

す。



76 国内居住要件 留学に同行する家族は特例に該当します

か？

「留学へ同行」という渡航目的に照らし、国内居住要件の例外として認められます。

77 提出方法 返信用封筒は普通郵便となっています

が、被保険者証を同封しても大丈夫です

か？

被保険者証を同封する際に、被保険者証右下にプリントされている「保険者印」にパンチまたはハサミをいれて使用不能としたう

えで同封してください。

78 提出方法 直接、協会けんぽの窓口に提出してもい

いですか？

直接、協会けんぽの窓口に提出していただいても構いません。

79 提出方法 返信用封筒には、協会けんぽに提出する

別の申請書（保険給付申請や任意継続被

保険者の申請書）を同封して良いです

か？

ご提出していただいた返信用封筒は、被扶養者の再確認の書類（被扶養者状況リスト・被扶養者調書兼異動届）のみにご使用いた

だき、それ以外の申請書等は別途ご加入の支部へご送付ください。

なお、仮に被扶養者資格再確認以外の申請書等を返信用封筒によりご送付いただいた場合は、一度、被扶養者資格再確認事務局

（東京）に送られた後、ご加入の支部へ回送することになる為、申請手続きに通常よりもお日にちをいただくことになります。

80 提出方法 事業所の所在地が変わった場合、被扶養

者状況リスト等の提出はどうすれば良い

ですか？

被扶養者の解除があり、被扶養者調書兼異動届を添付される場合には、同届書の「事業所整理記号（年金）」欄に変更後の記号を

ご記入ください（※）。また、被扶養者状況リストや被扶養者調書兼異動届の事業所所在地欄については、変更後の所在地を記入

してください。

提出先は協会けんぽ事務局（返信用封筒）となりますので、そのまま返信用封筒をご使用ください。

（※）事業所整理記号に変更があった場合のみ

81 送付依頼 被扶養者状況リストを紛失したので、再

度送付してもらえませんか？

改めて送付いたしますので、コールセンターへお申し付けください。

なお、再作成した被扶養者状況リストは複写様式ではありませんのでご了承ください。

82 送付依頼 送付されてきた返信用封筒が足りないの

ですが。

誠に申し訳ございません。必要な枚数の返信用封筒をお送りさせていただきますのでコールセンターへお申し付けください。

83 送付依頼 リーフレットを数部送ってもらえます

か？

協会ホームページからよりダウンロードしていただくか、必要部数を送付させていただきますので、コールセンターへお申し付け

ください。

84 送付依頼 被扶養者調書兼異動届、被扶養者現況申

立書が足りませんが、どうすればよいで

すか？（また、被扶養者調書兼異動届に

代えて年金事務所にある被扶養者（異

動）届でも使用できますか？）

協会ホームページからよりダウンロードしていただくか、必要部数を送付させていただきますので、コールセンターへお申し付け

ください。

なお、被扶養者調書兼異動届はコピーしてご使用いただけます。

85 送付依頼 健康保険被保険者証回収不能届はどこか

ら入手できますか？

協会ホームページからよりダウンロードしていただくか、必要部数を送付させていただきますので、コールセンターへお申し付け

ください。



86 送付依頼 被扶養者情報を紙ではなく、データで提

供してほしい。

希望された事業主様へCD-RまたはDVD-Ｒを送付させていただきますので、コールセンターへお申し付けください。

87 送付依頼 届いたものすべて紛失しました。最初に

送られてきたものと同じものを送ってく

ださい。

改めて送付いたしますので、コールセンターへお申し付けください。

なお、再作成した被扶養者状況リストは複写様式ではありませんのでご了承ください。

88 社会保険労務

士

社会保険労務士への送付とはどういうも

のですか？

社会保険労務士の依頼により「被扶養者状況リスト」を事業主へ送付せず、社会保険労務士に送付する方法です。その場合、社会

保険労務士は、事前に事業主から承諾を得たうえで、協会支部へ誓約書を提出する必要があります。

※令和3年度については社会保険労務士宛に送付を希望される場合は、令和3年８月31日（火）までに誓約書等を協会支部へ提出す

ることになっています。

89 社会保険労務

士

（社会保険労務士からの問い合わせで）

これから誓約書を提出することで社労士

宛てに被扶養者状況リストを送付してい

ただけますか？

社会保険労務士宛に別送を希望する申請書（同意事業所一覧表など）の提出期限が過ぎております。（令和3年８月31日（木）締

切り）

誠に申し訳ございませんが、社会保険労務士の方が代行申請される場合は、11月上旬までに各事業主様へ被扶養者状況リストを送

付いたしますので、それらにてご対応いただきますようお願いいたします。

90 社会保険労務

士

社会保険労務士様が複数事業所分の被扶

養者状況リスト等を取りまとめて送付す

る場合、1つの封筒にまとめて送付して

いいですか？

事業所単位でお送りください。（事業所単位で送付する返信用封筒（協会事務局私書箱）をご使用ください。）

※回収後の被扶養者状況リストなどは、事業所単位で仕分けを行うことから、円滑な事務処理にご協力をお願いいたします。

91 その他 国民年金第3号被保険者が被扶養者から

解除となる場合、別に国民年金の届出が

必要となるのですか？

国民年金第3号被保険者である方が、健康保険の被扶養者から解除されるときは、健康保険被扶養者調書兼異動届の他に、国民年

金の種別変更の手続きが必要となります。国民年金第1号被保険者となる場合は、住民票のある市区町村役場にて手続きを行う必

要があります。詳しくは、市区町村役場の国民年金担当または年金事務所にお問い合わせください。


